
 

 

  

 

 
厚生労働省 

○○労働局・ハローワーク 

雇用保険の基本手当（失業給付）を受給される皆さまへ 

 賃金日額を引き上げます 

 

○ 就職困難者（障害者等）が安定した職業に就いた場合に支給する「常用就職支度手当」

について、給付率の暫定的な引上げを恒久化します。 

 再就職手当の給付率を引き上げます 

平成 23 年 8 月 1 日から、雇用保険法の改正、賃金日額の変更

が行われます。 

賃金日額、再就職手当等の給付率が引き上げになります。 

 

 常用就職支度手当の給付率の暫定措置を恒久化します 

〔例〕  賃金日額の下限額  ： 2,000 円 → ２，３３０円 

 
 

     基本手当日額の下限額： 1,600 円 → １，８６４円 

○早期に再就職した場合に支給する「再就職手当」について、給付率をさらに引き上げます。 

●給付日数を １/３以上残して就職した場合 

  給付率 30％（原則）→ 40％（現在の暫定措置）→ ５０％（恒久化） 

●給付日数を ２/３以上残して就職した場合 

給付率 30％（原則）→ 50％（現在の暫定措置）→ ６０％（恒久化） 

 

       

給付率 30％（原則）→ 40％（現在の暫定措置）→ ４０％（恒久化） 

 

○「基本手当」の算定基礎となる「賃金日額」について、下限額等を引き上げます。 
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  ◆再就職手当（常用就職支度手当）の上限額 

年齢 変更前（円） 変更後（前年度増減）（円） 

～５９歳 ５,７０５  ５,８８５ （△１８０） 

６０～６４歳 ４,６０３  ４,７７０ （△１６７） 

 

  ◆就業手当の１日当たりの上限額 

 

 

 

 

 

年齢 

賃金日額の上限額（円） 基本手当日額の上限額（円） 

変更前 変更後 変更前 変更後 

～２９歳    １２,２９０ １２,９１０ ６,１４５ ６,４５５ 

３０～４４歳  １３,６５０ １４,３４０ ６,８２５ ７,１７０ 

４５～５９歳  １５,０１０ １５,７８０ ７,５０５ ７,８９０ 

６０～６４歳  １４,５４０ １５,０６０ ６,５４３ ６,７７７ 

年齢 変更前（円） 変更後（前年度増減）（円） 

～５９歳 １,７１１  １,７６５  （△５４） 

６０～６４歳 １,３８０  １,４３１  （△５１） 

賃金日額・基本手当日額の変更について 

○ 賃金日額の上限額は、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年８月１日

に変更されます。これにより、基本手当日額（１日当たりの給付額）が変わる場合があり

ます。対象となる方には、平成２３年８月１日以降の認定日にお返しする受給資格者証

に新基本手当日額を印字して、お知らせいたします。 
 

○ 年齢に応じた賃金日額、基本手当日額の上限額は、下表の通り引き上げになります。 

〔例〕 29 歳で賃金日額が 14,000 円の人は、上限額（12,910 円）が適用されますので、 

基本手当日額（１日当たりの支給額）は、6,455 円となります。 
 

※基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく、１，６００円から１，８６４円になります。 

 

就業促進手当の上限額について 

○ 再就職手当、就業手当、常用就職支度手当における基本手当日額の上限についても、

下表の通り変更になります。 


